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（窓ふき器等）

第四十五条 自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動

車並びに被牽引自動車を除く。）の前面ガラスには、前面ガラスの直前の視野を確保で
けん

きるものとして、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する自動式の

窓ふき器を備えなければならない。

２ 前項の規定により窓ふき器を備えなければならない自動車（大型特殊自動車、農耕作

業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。）には、

前面ガラスの外側が汚染された場合又は前面ガラスに水滴等により著しい曇りが生じた

場合において、前面ガラスの直前の視野を確保でき、かつ、安全な運行を妨げないもの

として、視野の確保に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する洗浄液噴射装置及

びデフロスタを備えなければならない。ただし、車室と車体外とを屋根、窓ガラス等の

隔壁により仕切ることのできない自動車にあつては、デフロスタは備えることを要しな

い。

３ 自動車（乗車定員十一人以上の自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車

及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。）のサンバイザ（車室内に備

える太陽光線の直射による運転者席の運転者のげん惑を防止するための装置をいう。）

は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を

与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能等に関し告示で定める基

準に適合するものでなければならない。
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